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令和元年度答申第９１号 
令和２年３月１３日 

 
諮問番号 令和元年度諮問第１０９号（令和２年２月１７日諮問） 
審 査 庁 特許庁長官 
事 件 名 国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続等却下処分に関する件 
 

答  申  書 
 
審査請求人Ｘからの各審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり

答申する。 
 

結     論 
 

本件各審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る判断は、妥当

である。 
 

理     由 
 
第１ 事案の概要 
  本件は、外国語でされた国際特許出願の出願人であって、特許法（昭和３４年

法律第１２１号）１８４条の４第１項本文に規定する期間内に所定の日本語に

よる翻訳文を提出しなかった審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、

同条４項の規定により当該期間内に翻訳文を提出することができなかったこと

について正当な理由があると主張して、国内書面、翻訳文及び出願人名義変更

届を提出する各手続（以下「本件各提出手続」という。）をしたところ、特許

庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、上記の正当な理由があ

るとはいえないとして、特許法１８条の２第１項本文の規定に基づき、本件各

提出手続を却下する処分（以下「本件各却下処分」という。）をしたことから、

審査請求人がこれらを不服として審査請求をした事案である。 
１ 関係する法令の定め 
（１）特許法１８４条の４第１項本文は、外国語でされた国際特許出願（特許

法１８４条の３第１項の規定により特許出願とみなされた国際出願。以下
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同じ。）の出願人は、優先日から２年６月（以下「国内書面提出期間」と

いう。）以内に、明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳

文を、特許庁長官に提出しなければならないと規定し、同法１８４条の４

第３項は、国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文（以下

「明細書等翻訳文」という。）の提出がなかったときは、その国際特許出

願は取り下げられたものとみなすと規定している。 
（２）特許法１８４条の４第４項は、同条３項の規定により取り下げられたも

のとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細

書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由がある

ときは、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書等翻訳文並びに図面

及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができると規定し、同条５

項は、同条４項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満

了する時に特許庁長官に提出されたものとみなすと規定している。 
（３）特許法１８４条の５第１項は、国際特許出願の出願人は、国内書面提出

期間内に、出願人の氏名等を記載した国内書面を提出しなければならない

と規定している。 
（４）特許法３４条４項は、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、

相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その

効力を生じないと規定している。 
（５）特許法１８条の２第１項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であって、

その補正をすることができないものについては、その手続を却下するもの

とすると規定している。 
２ 事案の経緯 

   各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 
（１）審査請求人、Ｐ及びＱは、国際特許出願（特願ａ。国際出願（ＰＣＴ／

ｂ。以下「本件国際出願」という。）が特許法１８４条の３第１項の規定

により特許出願とみなされたもの。以下「本件国際特許出願」という。）

の出願人であるが、本件国際特許出願の国内書面提出期間（本件では、そ

の期間の末日及び翌日が行政機関の休日に該当するため、平成３０年１月

１５日がその期間の末日となる（特許法３条２項）。）内に明細書等翻訳

文を提出しなかった。 
（回復理由書、譲渡証書） 

（２）審査請求人は、平成３０年４月２０日、処分庁に対し、本件国際特許出
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願に関し、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができな

かったこと（以下「本件期間徒過」という。）について正当な理由がある

と主張して、国内書面、明細書等翻訳文及び要約の翻訳文並びに出願人名

義変更届（審査請求人がＰ及びＱから特許を受ける権利の各共有持分を譲

り受け、特許出願後における特許を受ける権利の承継があった旨を処分庁

に届け出るもの）を提出する各手続（本件各提出手続）をした。 
（国内書面、明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文、出願人名義変更届、譲

渡証書、回復理由書） 
（３）処分庁は、令和元年７月４日付けで（同月１２日発送）、審査請求人に

対し、本件期間徒過について正当な理由があるとはいえないため、本件国

際特許出願は、特許法１８４条の４第３項の規定により取り下げられたも

のとみなされたから、本件各提出手続は、特許庁に係属していない出願に

係る不適法なものであるなどとして、特許法１８条の２第１項本文の規定

に基づき、本件各提出手続を却下する処分（本件各却下処分）をした。 
（各却下理由通知書、各手続却下の処分） 

（４）審査請求人は、令和元年１０月１１日、審査庁に対し、本件各却下処分

を不服として本件各審査請求をした。 
（審査請求書） 

（５）審査庁は、令和２年２月１７日、当審査会に対し、本件各審査請求はい

ずれも棄却すべきであるとして諮問をした。 
（諮問書、諮問説明書） 

 ３ 審査請求人の主張の要旨 
本件期間徒過は、審査請求人の知財担当事務職員（以下「本件事務職員」

という。）が、本件国際出願と他の国際出願を混同して、本件国際出願の国

内移行手続の期限を誤認したために生じた。本件事務職員は、本件国際出願

の各国への国内移行手続を行うか否かを決定する社内チームの定例会議が延

期され、同会議によらずにその要否を決定しなければならないという通常と

異なる状況で、偶然、自らが担当していた本件国際出願と他の国際出願の技

術分野、出願人整理番号、発明の名称及び国内移行手続の期限が類似してい

たこと、自身がクリスマス休暇直前で多忙であり、近く予定されていた手術

のストレスを抱えていたことにより誤認をし、本件国際出願の国内移行手続

の期限を共有していた社内チームの他の構成員も多忙な時期であったとの例

外的事情があったから、本件期間徒過には特許法１８４条の４第４項所定の
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「正当な理由」がある。したがって、本件各却下処分の取消しを求める。 
第２ 諮問に係る審査庁の判断 

審査庁は、審理員の判断は妥当であるとしているところ、審理員の意見の概

要は、以下のとおりである。 
本件国際特許出願の出願人である審査請求人は、本件国際出願の各国への国

内移行手続の期限を正確に把握した上で、期間管理を行うことが当然に求めら

れる。しかし、本件事務職員は、期間管理をしていたのが本件国際出願と他の

国際出願の２件のみであり、両者は当然のことながら出願人整理番号も発明の

名称も異なり、国指定期限も１か月以上の相違があるにもかかわらず、両者を

混同して国内移行手続の期限を誤認したのであり、不注意の程度が著しいこと

は明らかである。そして、社内チームの他の構成員は、平成２９年１２月４日

及び同月２０日の本件事務職員からの各電子メールにより、本件国際出願の国

指定期限が平成３０年１月１３日であると認識できたにもかかわらず、本件事

務職員の誤認にも本件期間徒過にも気付くことなく、その後の同月２４日に本

件国際出願の国内移行手続を行う国を決定するなどした。これらの事情によれ

ば、審査請求人が、本件期間徒過を回避するために相当な注意を尽くしていた

ということはできない。 
そうすると、本件期間徒過について、特許法１８４条の４第４項所定の「正

当な理由」があるということはできないから、本件各却下処分はいずれも適法

である。 
以上によれば、本件各審査請求は理由がないから棄却するのが相当である。 

第３ 当審査会の判断 
  当審査会は、令和２年２月１７日、審査庁から諮問を受けた。その後、行政不

服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）２１条１項の規定に基づき、各

事件に係る調査審議の手続を併合することを決定し、審査関係人に通知した。 

そして、令和２年３月６日及び同月１３日の計２回、調査審議をした。 

１ 審理員の審理手続について 

  一件記録によれば、審理員の審理手続について、特段違法又は不当と認め

るべき点はうかがわれない。 

 ２ 本件各却下処分の適法性及び妥当性について 

（１）本件では、本件期間徒過に係る特許法１８４条の４第４項に規定する

「正当な理由」の有無が争点であるが、「正当な理由」があるときとは、

知財高裁平成２９年３月７日判決（平成２８年（行コ）第１０００２号）
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が判示するとおり、特段の事情のない限り、国際特許出願を行う出願人

（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、

客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができ

なかったときをいうものと解するのが相当である。 
そして、相当な注意を尽くしていたというためには、国内書面提出期間

内に明細書等翻訳文の提出がなかったときは、国際特許出願が取り下げら

れたものとみなされるという事態を招いてしまうのであるから、そのよう

な事態を発生させないために必要かつ十分な措置がとられていたことが求

められるというべきである。 
（２）本件について、本件期間徒過は、本件事務職員が、本件国際出願と他の

国際出願を混同して、本件国際出願の国内移行手続の期限を誤認したため

に生じた。 
   審査請求人は、この点について、本件国際出願と他の国際出願の技術分

野、出願人整理番号、発明の名称及び国内移行手続の期限が類似していた

こと、本件事務職員がクリスマス休暇直前で多忙であり、近く予定されて

いた手術のストレスを抱えていたことを例外的事情として主張している。

しかし、国際出願の国内移行手続の期限という極めて重要な情報について、

他の国際出願の上記各事項が類似していたから誤認したというのでは、本

件事務職員が業務上必要な注意を怠った単なる不注意によって本件期間徒

過を生じさせたというほかない。また、本件国際出願の国内移行手続の期

限（平成３０年１月１５日）の直前の平成２９年１２月２０日の時点まで

は、本件事務職員も本件国際出願の国内移行手続の期限を正しく認識して

いた（審査請求人の社内メール（平成２９年１２月２０日付け。本件事務

職員から社内チームの構成員宛てのもの。回復理由書の証拠書類９））の

であるが、本件事務職員がクリスマス休暇直前で多忙であったことや手術

のストレスを抱えていたことが、上記の重要な期限について同日以降誤認

してしまったやむを得ない事情に当たるということはできず、本件事務職

員が必要な注意を怠っていたというほかない。 
また、審査請求人は、社内チームの他の構成員も多忙な時期であったこ

とを例外的事情として主張するが、上記の審査請求人の社内メール（本件

事務職員から社内チームの構成員宛てのもの）に返信した平成２９年１２

月２１日の時点までは、社内チームの他の構成員も本件国際出願の国内移

行手続の期限を正しく認識していたし（審査請求人の社内メール（平成２
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９年１２月２１日付け。社内チームの構成員から本件事務職員宛てのもの。

回復理由書の証拠書類１０））、そのような事情によって本件事務職員の

誤認に気付かなかったというのでは、およそ社内のダブルチェックが機能

せず、本件期間徒過を招かないための必要かつ十分な措置がとられていた

とはいえない。 
   そうすると、審査請求人において、本件国際出願の管理について相当な

注意を尽くしていたということはできない。 
したがって、本件期間徒過について「正当な理由」があるということは

できないから、本件各却下処分が違法又は不当であるとはいえない。 
３ まとめ 

   以上によれば、本件各審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る判断は、妥当である。 
   よって、結論記載のとおり答申する。 
 
    行政不服審査会 第３部会 

委   員   戸   塚       誠 

委   員   佐   脇   敦   子 

委   員   中   原   茂   樹 


